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令
和
5
年
度
か
ら
行
政
手
続
き
の

申
請
・
予
約
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン

で
行
え
る「
千
代
田
区
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
」を
運
用
し
て
い
ま
す
が
、
7

月
15
日（
水
）か
ら
事
業
者
向
け
の
機

能
を
追
加
し
ま
す
。
補
助
金
申
請
や

届
け
出
な
ど
の
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ

ン
で
行
い
、
進
捗
状
況
や
区
か
ら
の

連
絡
を
確
認
で
き
ま
す
。
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
の
登
録
方
法
な
ど
、
詳
し
く

は
H
P
で
確
認
を
。

●
主
な
機
能

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
／
予
約　
補
助
金

や
各
種
届
け
出
な
ど
に
対
応

お
知
ら
せ
配
信　

登
録
情
報
に
基
づ
く
プ
ッ
シ
ュ
配
信

や
る
こ
と
リ
ス
ト
／
リ
マ
イ
ン
ド　

期
限
が
近
づ
く
と
通
知
で
お
知
ら
せ

問
合
せ　
千
代
田
区
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
サ
ポ
ー
ト
デ
ス
ク

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
3
0
1

事
業
者
向
け
の
手
続
き
が

千
代
田
区
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
で
き
ま
す

公
表
方
法　
生
活
衛
生
課（
千
代
田

会
館
8
階
）、
総
合
窓
口
課（
区
役
所

2
階
）、
H
P

問
合
せ　
生
活
衛
生
課
食
品
衛
生
係

　
区
立
公
園
・
広
場
な
ど
で
初
め
て

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
施
設
を
整
備
し
ま

し
た
。
利
用
に
は
事
前
登
録
が
必
要

で
す
。
ル
ー
ル
と
併
せ
て
H
P
で
確

認
を
。

と
き　
7
月
21
日（
火
）9
時
〜

場
所　
飯
田
橋
こ
ど
も
の
広
場（
飯

田
橋
3
‒
12
‒
3
）

問
合
せ　
道
路
公
園
課
計
画
・
設
計

係
☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
4
0

　
2
0
5
0
年
ま
で
に
区
内
の
C
O
2

排
出
量
を
実
質
ゼ
ロ
と
す
る

「
2
0
5
0
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
ち
よ
だ
」

を
実
現
す
る
た
め
、
先
進
的
な
知

見
や
技
術
を
有
す
る
民
間
事
業
者

や
団
体
な
ど
か
ら
の
事
業
提
案
を

募
集
し
ま
す
。
優
良
な
提
案
は
、

次
年
度
以
降
の
事
業
化
に
向
け
て

検
討
し
ま
す
。

提
案
内
容　
区
の
特
性
を
踏
ま
え
た

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
実
現
に
役
立
つ
取
り

組
み

提
案
方
法　
7
月

23
日（
木
）（
必
着
）

ま
で
に
提
案
様
式

（
H
P
か
ら
ダ
ウ

　
住
民
基
本
台
帳
制
度
の
適
正
な
運

用
の
た
め
、
住
民
基
本
台
帳
法
に
基

づ
き
、
令
和
７
年
度
の
住
民
基
本
台

帳
閲
覧
者
を
公
表
し
ま
す
。

と
き　
8
月
3
日（
月
）～
31
日（
月
）

（
千
代
田
会
館
８

階
）☎
0
3
‒

5
2
1
1
‒

8
1
6
8・8
1
6
9

ン
ロ
ー
ド
可
）に
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、
郵
送
、
E
メ
ー
ル
ま
た
は

直
接
問
合
せ
先
へ

問
合
せ　
環
境
政
策
課
ゼ
ロ
カ
ー
ボ

ン
推
進
担
当（
区
役
所
5
階
）

☎
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3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
5
5

〒
1
0
2
‒
8
6
8
8

九
段
南
1
‒
2
‒
1

kankyouseisaku@
city.

chiyoda.lg.jp

そ
の
他　
事
業
化
に
向
け
て
提
案

の
内
容
か
ら
変
更
と
な
る
場
合
あ

り
。
原
則
、
入
札
な
ど
の
適
正
な

契
約
方
法
に
基
づ
い
て
事
業
化
。

提
案
者
と
の
契
約
を
保
証
す
る
も

の
で
は
な
い

場
所　
総
合
窓
口
課（
区
役
所
2

階
）、
H
P

対
象　
令
和
7
年
4
月
1
日
〜
令
和

8
年
3
月
31
日
に
住
民
基
本
台
帳
の

閲
覧
を
行
っ
た
団
体
な
ど

問
合
せ　
総
合
窓
口
課
住
民
記
録
係

☎
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3
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5
2
1
1
‒

4
2
0
0

令
和
７
年
度
千
代
田
区
食
品
衛
生
監
視

指
導
計
画
の
実
施
結
果
を
公
表
し
ま
し
た

飯
田
橋
こ
ど
も
の
広
場
に

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
施
設
を
開
設
し
ま
す

ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
実
現
に
向
け
た

事
業
提
案
を
募
集
し
ま
す

住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
者
を
公
表
し
ま
す

■次世代育成住宅助成
　子育て世帯や新婚世帯が住み替える住宅にかかる家賃や住宅ローンの一部
を助成しています。7月から住み替え先の住戸の専有面積に関する制限を緩和
し、助成額を増額しました。
対　　象　 ① 親元近居＝区内に5年以上居住する親世帯の近くに住み替える新婚世帯・子育て

世帯
　　　　　②区内転居＝区内に1年以上居住し、区内住宅に住み替える子育て世帯
申込方法　 HPで確認を※住み替え先の住宅の契約前に要申請。申請受付は申込順で、上限

に達した場合はHPに掲載
■居住安定支援家賃助成
　区内に2年以上居住する①高齢者世帯②障害者世帯③ひとり親世帯で、安全上・衛生上劣
悪な状態の住宅に住んでいる方、失職・疾病・死亡などで世帯の所得が著しく減少した方、
民間賃貸住宅の取り壊しや契約更新拒絶などで転居を余儀なくされた方に、家賃などにか
かる費用の一部を助成しており、7月から助成額を増額しました。利用には世帯所得などの
各種条件があります。
対　　象　 ① 高齢者世帯＝65歳以上の単身世帯または65歳以上の方を含み60歳以上の方だ

けで構成されている世帯
　　　　　 ② 障害者世帯＝身体障害者（身体障害者手帳4級程度以上）を含む世帯または知的

障害者（愛の手帳4度程度以上）を含む世帯または精神障害者（精神障害者保健
福祉手帳3級程度以上）を含む世帯

　　　　　 ③ ひとり親世帯＝18歳以下の子を養育しているひとり親世帯・DV
（家庭内暴力）被害者世帯

申込方法　 HPで確認を※問合せ先へ事前に連絡のうえで申請

　ふるさと納税制度を活用した団体応援寄附金の制度です。区内の大学や公益法人
などが行う事業から応援したいものを選んで寄附をすると、寄附金の一部が区から
の補助金として交付されます。

問合せ　住宅課住宅管理係☎03‒5211‒4319
その他　 各種条件などはHPで確認を。現在助成利用中の方には増額後の助成額を郵送で連絡

いずれも

住宅助成をご利用ください区の独自事業

“ふるさと納税”で区内団体を応援しませんか

問合せ　総務課ホームタウンちよだ応援事業担当☎03-3264-0799 

寄 附 期 間　～12月31日（木）　
対象団体数　42団体

▲区HP

●区内在住者も寄附ができます
● ふるさと納税制度と同様に税制優遇を受けられます。寄附額のうち2,000円を超える部
分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます（上限あり）

● 応援したい事業を選んで団体に対して寄附ができるため、税金の使い道に
ご自身の意思を反映させられます

※補助金は、団体の「事業」に対して交付されます

ポイント

ホームタウンちよだ応援事業のしくみ

ポータルサイト“ふるさとチョ
イス”で事業の内容を確認し、
応援したい団体を選んで寄附

寄附者

千代田区 寄附額の7割（上限）を補助金で交付
※ 3割は本事業の事務経費や区政全般の寄附として活用

ポータルサイト
“ふるさとチョイス”から
簡単に寄附ができます！
団体の活動内容はこちら

公益活動の実施・お礼状の
送付・活動内容の報告団体

地域社会の持続的発展

あなたの思いが地域の力に！ ホームタウンちよだ応援事業

受付開始

区役所の代表電話　☎ 03ー3264ー2111（5） 　令和 8年 7月 5日号 区政インフォメーション

☆広報千代田では有料広告の掲載を募集しています。広告掲載希望は広報広聴課へ。☎ 03-5211-4175 ☆




